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浅川中学校の「きまり」について 
 

浅川中学校の生活の目標 

◇基本的な生活習慣を身につけよう。 
（「みそあじは」を大切にする） 

◇思いやりのある行動を心掛けよう｡ 

（周りの人たちを尊重する。優しさ。） 

◇きまりを守り、責任を重んじよう｡ 

（その時その場で、自分の言動について、自分で考え、決めて、実行する） 

 

 

１．はじめに－学校と「きまり」－ 

「きまり」はなぜ必要なのか。疑問を持つ人も少なくないかもしれません。「きまり」というものはどこの世界でも、多

様な人がいるコミュニティのなかで、皆の生活をよりよくするために必要なものなのです。 

日本刀を持って街を歩いていたら捕まります。そんな人がいたら周りの人は怖いからです。周りの人の安全や安

心を守るために、いわゆる銃刀法という法律で、「日本刀を持ち歩いたら（所持したら）罰せられる」と定められていま

す。このように、「きまり」は皆の生活をよりよくするために作られています。 

学校生活にあてはめて考えてみましょう。例えば、始業時間になったら席に座ることになっているのは、授業時間

と休み時間の区別を明確にするためです。もし、始業時間で授業を始められなかったら、本来、学べるはずだった学

習内容が身につかないかもしれません。この場合、「きまり」は皆さんの学ぶ権利を守るためにあるといえます。 

このように、学校の「きまり」は、みなさんの学校生活をよりよくするために存在します。「よりよく」は場合によって

は「より安全に」、場合によっては「より学習権を保障するために」等、様々です。 

浅川中にも「きまり」があります。以下に示す「きまり」は、これまで長年かけて加えられたり変更されたりしてきた

ものもあります。その発想は、みなさんを縛るためのものではなく、むしろ有意義にするためというところにあります。 

以下に示す「生活のきまり」をよく読んで、皆が気持ちよく学校生活が送れるように心がけてください。 

 

２．生活のきまり（注意点） 

 

◇服装全般 

中学生らしく、清潔で華美でないこと。 

 上着やワイシャツのボタンを必要以上に開けたり、ズボンからワイシャツを出す、上着からセ－タ－類が必要以

上に出るなど、だらしない着方をするのはやめましょう。 

 スカートを短くしたりすることはやめましょう。（膝頭の真ん中にかかる長さが基準です） 

 

◇シャツ・靴下について 

シャツは白または黒とし、靴下は白・黒・紺とする（ワンポイントまで可。色物や柄物は禁止）。 

 Ｙシャツ・ポロシャツの下に着るシャツは白または黒です。 

 靴下についてはくるぶしが完全に見えてしまうものははやめましょう。 



◇防寒について 

学校指定のセーター類を着用すること。 

 コート類は登下校時に限り、標準服の上であれば着用可。 

 防寒着としてトレーナー、レッグウォーマーの着用は原則不可。 

 コ－ト類は、大きな模様が入っている等派手なものは禁止です。 

 学校内では、コート類の着用や、部活着だけでいることはやめましょう。 

 １０月～３月の寒い時期に、教室内でひざ掛けを使用してもかまいません。ただし、教室のみで使うようにし

ましょう。(大きな模様やキャラクター等が入っている派手なものはやめましょう） 

 タイツ（黒無地で足が透けないもののみ可）を着用してもよいが、体育など、半ズボンにもかかわらずタイツ

を履いているようなスタイル出ることは避けましょう。 

 

◇標準服着用について 

学校生活では標準服を着用し、ブレザーや学ランの下には必ず学校指定のベストやセーター、ワイシャツ、ポロシ

ャツ、ブラウスを着用すること。 

 授業中の服装は標準服着用を基本としますが、担当の先生の許可があれば上着を脱いだり運動着になったり

してもかまいません。 

 制服には校章もしくは押しぞめ校章をつけましょう（学校指定のもの以外を着用する時に限り）。 

 朝礼や学年集会などの集会のときは、必ず標準服を着用しましょう。 

 部活動等のある人は、最後の授業が体育の場合、放課後まで運動着でいてもかまいません。 

 部活動で朝練や再登校をする場合、また部活動後下校する場合、学校指定の運動着か、部活で使用の運動

着でもかまいません。 

 部活着は、日常の学校生活（朝学活開始～終学活終了）での着用は禁止です。 

 朝練のあと、１時間目が体育のとき以外は必ず標準服に着替えましょう。 

 その日の最後の授業が体育の場合は、放課後まで体育着でいてもかまいません。 

 私服での登校はできません。 

 体育着の Tシャツのすそは必ずしまいましょう。 

 

◇儀式の服装について 

 女子：リボンまたはネクタイ着用。靴下は紺のハイソックスとする（スラックスの場合は白のソックス可。） 

 男子：くるぶしソックスは不可。 

※一学期の終業式や二学期の始業式については標準服であれば、リボンまたはネクタイの着用は義務としない。 

 

◇校章・押しぞめ・ボタンについて 

校章を正しくつけること。 

 制服には校章もしくは押しぞめ校章をつけましょう（学校指定のもの以外を着用する時に限り）。 

 購入は釣銭のないように代金を持って、職員室まで来てください。 

押しぞめ校章…１セット 110円ボタン…男子：大 98円小 75円裏ボタン 5円女子：大 162円小 158円 

 

 

※ジャ－ジ登校のときの服装 について  
  大掃 除 や球 技 大会 などのジャ－ジ登 校 では、学 校指 定 の体育 着 ・ジャ－ジを着 用 し、寒 いときは防 寒着 を

着用 してもかまいません。ただし、校 内 ではジャージ、体 育 着のみになります。  



◇はきものについて 

靴は運動靴、上履き・体育館履きは色別の指定のものを使用する。 

 革靴やおしゃれ靴は禁止です。そのまま体育の授業に使えるものにしましょう。 

 上履き、体育館履きには必ず名前を書きましょう。（かかとの部分に記入） 

 体育館履きと上履きの区別をはっきりさせましょう。 

 上履きに落書きをしたり、かかとを踏みつぶしたりするのはやめましょう。 

 上履きを忘れたときは、職員室に用意してある貸し出し用の上履きを使用できます。貸出表に記入をしてくださ

い。また、必ずその日の下校前に返却し、貸出表に返却確認サインをもらってください。 

 

◇カバン類について 

紙袋やビニール袋をかばんがわりに使わないこと。 

 通学カバンについては、形や色は特に規制はしませんが、紺、黒など派手でないものが望ましいです。また、一

日の生活用品が入る大きさの物にしてください。 

 落書きをしたり、派手なアクセサリーをつけたりするのはやめましょう。 

 

◇身だしなみ（頭髪・つめ・ピアス等）について 

頭髪は清潔にし、染めたり脱色したりしない。マニキュアや整髪料をつけない。 

 中学生らしい髪形を心がけましょう。（おしゃれを目的として手を入れないこと。過度な刈り上げ等） 

 おしゃれを目的とした派手な髪止めはやめましょう。（黒・茶・紺のゴムを使用しましょう） 

 

◇不要物について 

学校生活に関係ないものは持ち込まない。 

 以下の物は不要物とし、持ち込みを禁止します。 

不必要なお金、貴重品、携帯電話・スマートフォン、おかし、音楽プレーヤー、ゲ－ム類その他の遊び道具 

マンガ・雑誌類、装飾品（ピアス・マニキュア・ネックレス・指輪・化粧品等）、その他のおしゃれ用品、無香

料以外の制汗剤（スプレー缶は不可）、香水、薬物（タバコ・酒も含む）、危険物等 

 浅川中学校では携帯電話の持ち込みは原則禁止になっています。 

 貴重品等を持ってきたときは、登校後直ちに職員室に預けましょう。 

 貴重品等を職員室に預けた場合は、下校の直前に職員室に取りにきましょう。 

 以下の物は、条件付きで持ち込んでもかまいません。 

時計（自己責任で管理する）、ブラシ・鏡類（時と場所をわきまえて使用する） 

 カッタ－を授業で使用する場合、学校ですべての生徒に貸し出します。カッタ－などの刃物類は絶対に学校

に持ち込まないようにしましょう。 

 

◇傘について 

いつまでも昇降口には置かず、持ち帰りましょう 

 誤って人の傘を持っていってしまうケースがあります。自分の傘には名前を書きましょう。 

 急な雨などで傘が必要なときは、職員室で借りることができます。貸出表に記入をしてください。また、必ず次の

日に乾かして返却し、貸出表に返却確認サインをもらってください。 

 

 

 



◇登下校について 

 欠席・遅刻・早退の連絡は、生徒手帳に保護者が記入し担任に提出して下さい。また、体育の見学の届けも同

様に記入し、体育の先生に直接提出して下さい。なお、急な欠席・遅刻の連絡は保護者からの電話でもかまい

ません（８：００～８：２０）。また、遅刻して登校した場合は、必ず職員室で遅刻連絡票を記入してもらってから教

室に行きましょう。 

 一度登校したら、忘れ物などを取りに家に帰ることは禁止です。 

 登下校中の買い食いは禁止です。 

 終学活の後、許可なく教室に残ることはやめましょう。部活動終了後も教室に戻れません。 

 

◇校内生活について 

 浅川中では授業間のチャイムは鳴らしていません。自分で時計を見て、きちんと休み時間と授業の区別を

つけましょう。 

 校内の物を壊してしまった場合は、すぐに近くの先生や職員室に連絡しましょう。担当・担任の先生の指示

に従い、破損届を提出することになっています。 

 他学年のフロアに立ち入ることはできません。図書室や特別教室の移動でも極力通らないようにしましょう。 

 職員室に入室するときは、コート類やカバンは持ち込まないようにしましょう。（荷物は廊下の端に置いてお

く。） 

 弁当は登校時に購入してもかまいません。ただし、忘れた場合には外に買いに行ってはいけません。先生

に相談しましょう。ゴミや空容器は必ず持ち帰りましょう。 

 学校に飲み物を持ってきてもかまいません。容器は水筒・ペットボトル（必ずホルダーに入れる）とし、中味

は水、お茶かスポ－ツドリンク。これ以外は禁止とします。自分で飲んだ容器は必ず持ち帰りましょう。 

 電話の使用は認められません。緊急時ややむを得ない場合は先生に相談してください。 

 授業道具は、各教科で許可されたもの以外は原則持ち帰りです。 

 

 

３．おわりに… 

サッカー選手はサッカーのルールを守らなければならない、日本人は日本の法律を守らなければならない、という

ように、そのコミュニティの中にいる人は、そこの決まりを守らなければなりません。すなわち、浅川中の生徒である

みなさんは、浅川中の「きまり」を守らなくてはならないのです。サッカーのルールにしても、日本の法律にしても、「き

まり」を守れなければ罰せられます。厳しいペナルティが課せられます。しかし、ここは公立の中学校です。罰、ペナ

ルティの力は大変弱いものです。そこは生徒であるみなさんの良心（自己指導能力）に多くを委ねます。先生たちは、

みなさん一人ひとりの良心の存在を信じて、頼って指導していきます。 

 

 

 


